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～図書室にはこんな本があります～ 

Ｎｏ. ２２１ 
 

＊利用者からの質問をもとに昭和館図書室の資料をご紹介します。 

（書名の後の（ ）の数字は請求記号です。） 

 
 
問）戦中・戦後の食糧事情や配給について調べたい 

答）図書 → ことばから探す → 食糧  配給 と入力して検索 ⇒ ３６２件ヒット 

 
  件数が多い場合は、分類で絞り込むと、内容を限定して検索できます。 

「食糧 配給」の検索結果３６２件から、沿革や経緯などに関わる内容の本を読みたい場合は、 
［絞り込み検索］ ⇒ ［分類で絞り込む］ ⇒ ［200：歴史で探す］ ⇒ １１５件ヒット 
 
例えば 
✧『昭和 第６巻 二万日の全記録 太平洋戦争 昭和 16 年～19 年』（210.7/Ko19/6）開架一般  
✧『昭和 第７巻 二万日の全記録 廃墟からの出発 昭和 20 年～21 年』（210.7/Ko19/7）開架一般  

✧『GHQ 日本占領史 第 35 巻 価格・配給の安定－食糧部門の計画－』（210.76/A42/35）開架一般  

✧『占領第一年に於ける日本の食糧事情』（210.76/R27）閉架一般 

✧『非常時生活指針』（210.75/Sa85）閉架一般  がヒットします。 

 

食糧事情について大学での調査や研究結果などを知りたい場合は、 

［絞り込み検索］ ⇒ ［分類で絞り込む］ ⇒ ［300：社会科学で探す］ ⇒ ９１件ヒット 

例えば 

✧『主要食糧公定價格集』（E337/Sh46）（閉架）地下書庫江波戸図書 

✧『戦下のレシピ』（383.8/Sa25）開架一般 

✧『戦時物資統制法』（E333/Sh49）（閉架）地下書庫江波戸図書 

✧『隣組配給の知識』（E333 /I98）（閉架）地下書庫江波戸図書 

✧『日本の物価と風俗 135 年のうつり変わり』（337 /A28）開架大型 がヒットします。 

 
 図書室には、書棚に並んでいる図書以外にもたくさんあります。 

検索端末を使って、読みたい本を探してみてください。 

操作方法等、カウンター職員までお気軽にお問い合わせください。 



 
ゴールデンウィークの祝祭日 

 

今年のゴールデンウィークは、天皇の御退位・御即位にともなって 10 日間の超大型連休となることが話題と

なっています。もともとは 5 月 3 日（憲法記念日）、5 月 4 日（みどりの日）、5 月 5 日（こどもの日）の 3 日間をさ

していて、前後の土日や 4 月 29 日（昭和の日）の休日をあわせた期間をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この連休がゴールデンウィークと呼ばれるようになったのは、昭和 27 年（1952）のことです。映画業界が、前

年同時期の興行成績が良かったことを受けて、5 月第一週によりすぐりの作品を公開する期間を設け、「ゴール

デンウィーク（黄金週間）」と名づけました。とりわけ獅子文六が朝日新聞に連載した『自由学校』を松竹と大映が

それぞれ映画化、いずれも 5 月 5 日に公開して、大当たりとなりました。 

昭和 30 年（1955）には朝日新聞が「楽しい連休／ハイキングに小旅行に」という記事を掲載し、行楽や観光を

楽しむことを提案しています。 

ぶ ら り ら い ぶ ら り ぃ ～図書室にはこんな本があります～ ＮＯ．２２１ 

2019 年 4 月 20 日 発行/ 編集・発行 昭和館 図書室 〒102－0074 東京都千代田区九段南 1-6-1 

戦中・戦後は昭和天皇の誕生日として「天長節」と呼ばれていました。戦後に「天皇誕生日」と改めら

れ、昭和天皇が崩御した平成元年（1989）から「みどりの日」とされました。平成 17 年（2005）、「激動の

日々を経て、復興を遂げた昭和の日々を顧み、国の将来に思いをいたす」日として、現在の「昭和の日」

となりました。 

4 月 29 日 

端午の節句として、菖蒲や粽
ちまき

などで病気を防ぐ行事や田植えに関する行事が古くからおこなわれてきま

した。江戸時代には男児の成長を祈る節句として姿を変え、定着します。昭和 23 年（1948）に「こどもの

人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」日として制定されました。 

5 月 5 日 

昭和 61 年（1986）に、国民の休日として制定されました。平成 17 年に 4 月 29 日が「昭和の日」と制定さ

れたことにともない、「みどりの日」を、「自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」

日という従来の目的を残し、この日に移しました。 

5 月 4 日 

昭和 22 年（1947）5 月 3 日に日本国憲法が施行されたことをうけ、翌年に「日本国憲法の施行を記念

し、国の成長を期する」日として「憲法記念日」が制定されました。日本国憲法が公布された 11 月 3 日

は、以前は明治節（明治天皇の誕生日）でしたが、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」日として「文化

の日」とされました。 

5 月 3 日 
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